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（Ⅰ）カスタマーハラスメント（以下　カスハラ）の定義
当社におけるカスハラは以下のように定義する。
＜顧客等からのクレーム・言動のうち【要求内容が妥当性を欠く場合】＞
例）
・企業の提供する商品・サービスに瑕疵・過失が認められない場合 
・要求の内容が、企業の提供する商品・サービスの内容とは関係がない場合

＜要求を実現する手段・態様が不相当な言動で【労働者の就業環境が害されるもの】＞

（要求内容の妥当性に関わらず不相当とされる可能性が高い例）
・身体的な攻撃（暴行、傷害）　・精神的な攻撃（脅迫、中傷、名誉棄損、侮辱、暴言）
・威圧的な言動　・土下座の要求　・継続的な（繰り返される）、執拗な（しつこい）言動
・拘束的な行動（不退去、居座り、監禁）　・差別的な言動　・性的な言動　
・従業員個人への攻撃、要求

（要求内容の妥当性に照らして不相当とされる場合があるもの）
・商品交換の要求　・金銭保証の要求　・謝罪の要求（土下座を除く）


（Ⅱ）カスハラ基本方針
当社にとってカスハラ対策は重大な問題であると認識し、以下を基本方針とする
1 カスハラから従業員を守る
2 カスハラ解決のために会社は必要な体制整備を行う
3 カスハラ発生時には②の体制に従い、秩序をもって行動し、毅然とした対応を取る
4 従業員はカスハラに遭遇したり目撃した場合は、カスハラ窓口に対し相談または必要な報告を行うこととする
5 カスハラ相談窓口は○○部に設置することとし、担当者は相談・報告に対し、遅滞なく関係各部署と連携を取って、解決を図る他、事前の調査・対策も実施する

（Ⅲ）カスハラ相談窓口
　　カスハラ相談窓口の連絡先は下記とする
　　
○○部　氏名○○○○【男性】　内線○○　Eメール

○○部　氏名○○○○【男性】　内線○○　Eメール
＜当社におけるカスハラ発生の可能性が高い事案＞＊適宜対応
IT例
・納期の無理な前倒し
・度重なる仕様変更
・仕様変更でも契約金額の値上げは認めない
・（後になっての）値下げ要求
・納品後に変更要求
・技術者の態度や対応に不平・不満・改善を要求
・一度納品したにも関わらず（使わないので）返金要求
・製造中止後の再生産指示
・代替部品でのコストダウン要求
・保証期間終了後の無償修理要求
・休日出勤の強要
…etc
PS　上記事案に妥当性があった場合でも（Ⅰ）カスハラ定義の【労働者の就業環境が害されるもの】に該当する場合はカスハラに該当



（Ⅳ）対応手順
　主な対応手順は以下とする。
	一次対応 現場従業員（クレーム内容と要求等を確認）
　　　　　　　　　　　　↓
　　一般的な対応で未解決、かつ、カスハラに該当と判断
　　　　　　　　　　　　↓
　　　　　上司または部署責任者に報告＋ヘルプ要請
　　　　　　　　　　　　↓
　　二次対応 　上司または部署責任者等が複数人数で対応
　　　　　　　　　　　　↓（さらに不調 or 重大事案）
　　　　本部（相談窓口責任者）に報告・連絡・相談




（Ⅴ）カスハラ現場対応例
　（一次対応）原則として現場担当者が現場で必要な対応を行う
　　　　　＊対応が困難になり次第、ヒアリングシート（別紙）にわかる範囲で記入
　　　　　　二次対応者に対応依頼

　（二次対応）上司又は部署責任者が下記（次ページ）タイプ別に対応を行う







	タイプ（型）
	具体的対応策例

	時間拘束型
	理由を説明して理解いただくように努める。これに対して理解を示さずに一定時間（○○分以上）以上経過した場合はお引き取り
　　　　　　　　　↓
上記に従わない場合は、別室に誘導し、チーフまたは店長等（複数名）から再度説明の上、退去を要請する（二次対応）
＊本部への報告、連絡、【不調時】指示要請
＊電話の場合は録音しつつ終了を促し、応じない場合は本部又は後日対応に切り替える。


	暴言型
	大声をあげるのは迷惑行為となるため、相手を落ち着かせつつ、やめるように求める。状態がひどい場合は録音開始（一次対応）。
＊上記で従わない場合は「時間拘束型」の二次対応と同様の手順で対応。


	リピート型
	連絡先を確保し「対応窓口」を定め（必要に応じて録音）、同様のクレームの抑止を図る。それでも改善しない場合は、本部への報告・
・相談・指示をあおぐ


	過度な要求型
	　相手の言い分を整理し、対応できるか否かを判断。対応できない場合にはその理由（ルールや物理的に困難であること）等を説明し理解を促す。
　それでも理解いただけない場合は二次対応のヘルプ要請を行うか、連絡先を聞いた上で別途対応を行う。＊必要に応じ本部と連携


	暴行・脅迫型
	　従業員に被害が及ばないように距離を置き、相手を興奮させないようにする。同時に責任者や警備員等を呼び複数者で対応。
＊状況がひどい、責任者不在等の場合は本部に連絡の上、警察に通報。


	SNS型
	SNS等での被害を確認した場合は、本部に報告。本部担当者は必要があると判断した場合はサイト連絡者への連絡や弁護士等に相談を行う。


	その他
（不法立ち入り等）
	本部に報告の上、警察に連絡。




＊ヒアリングシート
ヒアリングシート
1 記入従業員情報
	記入日時
	

	所属
	

	氏名
	

	連絡先（電話またはEメール）
	



2 ヒアリング内容
	具体的事例

	いつ（日時）

	


	どこで（場所）

	

	どなたから
（わかる範囲で）
	フリガナ
御氏名

ご住所　〒

電話番号　　　　　　（　　　）
Eメール

	何について
どうなっていた


	何について


状態



	ご要望事項
	具体的に









	店側対応


	

	二次対応
（該当〇）

あり

なし
	（対応者役職・氏名）



（対応内容）




	結果（該当〇）
・解決
・未解決
	（必要な対応等あれば記入）






＊以降、相談窓口記入欄
3 相談窓口担当者記入欄
	【クレームの妥当性判断】（該当〇）　あり・なし

【要求の妥当性判断】（該当〇）　あり・なし



4 今後必要な対応
	【一次対応者】


【二次対応者】


【関係部署】




5 備考欄
	





（Ⅵ）二次対応の解決調整
　（Ⅴ）に配慮しつつ下記手順で解決を目指す
	（二次対応者　解決調整の手順例）
　　　　　・時系列で発生状況の確認、状況把握
　　　　　　　　　　　　↓
　　　　　　　　・要求内容の把握
　　　　　　　　　　　　↓
　　・要求内容が妥当か、手段態様が社会通念上相当か
　　　　　【ジャッジメント（いつ、誰が？）】　　　
（妥当・相当）↓　　　　　　　（不当）↓
　前向きな解決策の検討・調整　　　　タイプ別対応



（Ⅶ）その後の対応
　　上記の結果
解決できた場合…検証、再発防止

　　未解決…外部士業、相談センター、警察、等に相談
2

